
金
揮
官
蹴
志
巻
八

直
方
が
子
孫
を
訟
も
ふ
良
心
の
飴
息
と
い
ふ
ぺ
し
。

。
多
賀
蜜
丸

蜜
丸
は
.
多
畑
氏
氏
の
製
薬
に
て
、
高
名
な
る
薬
剤
た
り
。
停
に
-X
ふ。

此
の
薬
方
は
原
と
奮
藩
主
前
国
家
所
有
の
稀
法
た
り
し
を
‘
貞
享
年

間
参
議
従
三
位
綱
紀
卿
、
多
賀
信
濃
直
方
飽
幸
の
際
、
製
方
を
許
停

せ
ら
れ
‘
爾
来
藩
公
の
服
用
の
分
も
多
賀
氏
に
て
製
逃
す
。
ま
た
緒

務
士
の
懇
墜
に
依
っ
て
、
右
製
越
の
飴
分
を
ぽ
僅
か
に
配
分
し
来
る

の
み
な
り
し
ゅ
ゑ
.
金
津
市
中
と
い
へ
ど
も
、
共
の
製
薬
を
ぽ
容
易

に
得
が
た
〈
‘
務
士
の
家
方
た
れ
ば
、
治
他
国
他
領
へ
販
賀
す
る
事

も
な
く
、
世
々
家
方
の
秘
法
な
り
し
を
、
信
濃
直
方
六
世
の
孫
多
賀

直
春
‘
慶
務
世
臓
の
良
辰
に
乗
じ
、
普
〈
護
費
し
て
天
下
の
人
民
に

及
さ
ん
と
欲
し
、
明
治
七
年
改
正
の
御
布
告
に
撮
っ
て
、
方
法
の
調

蚕
を
仰
ぎ
‘
文
部
省
の
兎
放
を
拝
受
し
、
同
九
年
七
月
吏
に
内
務
省

街
生
局
の
菟
許
を
得
、
翌
十
年
一
月
よ
り
改
E
蛮
行
せ
し
め
‘
緒
方

に
費
弘
所
を
置
き
・
抽
砲
L
R

一
聾
春
を
得
、
販
費
増
殖
し
、
時
間
服
下
に
於

て
行
は
る
と
い
へ
ど
も
.
程
た
く
損
失
を
践
し
.
従
来
の
家
屋
も
費

却
し
.
微
々
た
る
事
と
は
成
り
た
り
。

oZ宗
屋

敷

絶
す
o
此
の
時
家
屋
を
取
昼
み
・
部
地
も
取
揚
げ
ら
れ
、
明
地
と
成

り
、
此
の
屋
敷
を
ば
世
人
正
宗
屋
敷
と
稀
し
・
悪
所
と
し
け
る
に
よ

り
‘
共
の
後
々
ま
で
入
居
住
せ
や
と
云
ひ
停
へ
た
り
と
o
或
は
云
ふ
0

.
天
保
年
中
此
の
隣
地
に
居
住
せ
る
丹
mm
氏
、
右
明
地
を
ば
少
し
く
諦

地
と
た
し
‘
我
が
地
商
へ
請
け
込
み
け
る
に
、
程
た
〈
長
屋
焼
失
す
。

是
悪
所
の
崇
た
り
と
て
、
諦
込
地
を
返
し
け
る
と
ぞ
。
今
に
至
り
明

地
と
た
し
た
り
。

。
古
海
又
右
衛
門
偉
陵

奮
停
に
云
ふ
。
古
滞
叉
宥
衛
門
は
古
海
氏
の
元
組
に
て
、
前
田
家
に

於
て
園
初
以
前
よ
り
の
税
制
代
奮
士
の
一
人
な
り
。
藩
組
大
納
言
利
家

卿
い
ま
だ
尾
州
荒
子
に
ま
し
ま
せ
し
頃
よ
り
の
御
家
人
民
て
、
利
家

卿
御
俗
掛
併
を
叉
左
衛
門
と
名
乗
給
ふ
頃
、
叉
の
宇
を
賜
は
り
、
叉
布

術
門
と
稀
す
。
村
井
叉
兵
衛
・
原
岡
叉
右
衛
門
・
古
滞
叉
右
衛
門
の
三

人
皆
荒
子
以
来
奉
仕
せ
し
譜
代
の
奮
士
、
又
の
宇
拝
領
の
者
共
た
り

と
云
ひ
停
へ
た
り
と
ぞ
。
関
屋
政
春
の
古
兵
談
に
ま
ふ
。
天
正
十
二

年
能
州
末
森
城
後
傘
の
時
、
佐
々
成
政
敗
軍
越
中
へ
引
取
け
る
時
、

賀
州
鳥
越
城
を
鎚
ふ
慮
、
城
代
に
入
置
る
h

目
質
問
又
右
衛
門
・
丹

初
源
十
郎
・
古
樺
叉
右
衛
門
三
人
の
内
目
賀
岡
・
丹
羽
雨
入
城
を
明
け

金
滞
古
蹟
志
巻
八

..&.. 
J、

此
の
屋
敷
は
、
多
賀
氏
の
並
な
る
邸
地
に
て
、
延
貨
の
金
滞
固
に
‘

古
樺
盟
左
衛
門
と
記
蛾
し
、
そ
の
北
隣
は
中
川
八
右
衛
門
と
あ
り
。

元
総
六
年
の
士
授
に
、
中
川
八
右
衛
門
御
普
諮
曾
所
向
み
そ
ぐ
ら
町

と
見
b
た
り
。
此
の
時
世
は
此
の
地
漣
へ
か
け
味
噌
倉
町
と
呼
ぴ
た

り
し
と
聞
ゆ
。
古
津
盟
左
衛
門
が
名
は
、
右
士
艇
に
は
記
蛾
せ
宇
。。4

5
M

寛
文
元
年
の
士
般
に
射
手
二
百
石
古
滞
宗
右
衛
門
、
同
十
一
年
年
の

士
艇
に
射
手
組
二
百
石
古
海
盟
左
街
門
、
元
総
元
年
の
土
岐
に
馬
廻

組
三
百
石
古
津
盟
左
衛
門
と
あ
り
。
此
の
子
孫
名
を
叉
宥
衛
門
と
云

ふ
。
奮
停
に
一
宮
ム
。
背
此
の
屋
敷
に
古
海
又
右
衛
門
居
住
す
。
或
時

何
れ
の
人
左
り
け
ん
・
袋
入
の
万
を
持
来
り
・
取
次
の
者
へ
渡
し
往

き
け
り
。
定
め
て
万
商
人
た

E
の
持
来
れ
る
た
ら
ん
‘
必
宇
重
ね
て

来
る
ぺ
し
と
、
見
も
せ
宇
共
の
健
預
り
置
き
け
る
が
、
共
の
頃
按
中

臭
納
戸
奉
行
の
裁
許
せ
る
賀
誠
陀
納
め
ら
れ
し

E
宗
の
刀
-
腰
、
見

蛍
ら
ざ
る
よ
し
沙
汰
し
け
.
り
。
放
に
件
の
刀
茜
だ
い
ぶ
か
し
く
思

ひ
、
袋
よ
り
出
し
見
る
に
、
果
し
て

E
宗
の
銘
あ
る
貧
刀
な
り
。
叉

右
衛
門
甚
だ
打
驚
き
.
取
敢
へ
宇
支
配
頭
ま
で
共
の
由
を
有
り
の
ま

a
h

届
出
で
た
り
と
い
へ

E
も
・
届
方
前
後
し
け
る
ゆ
ゑ
申
分
判
然
せ

宇
。
叉
方
衛
門
の
失
錯
と
成
り
、
知
行
淡
牧
せ
ら
れ
‘
一
旦
家
系
断

4 

港
〈
。
古
樺
又
右
衛
門
は
共
頃
手
を
負
ひ
、
養
生
と
し
て
能
州
涌
浦

へ
湯
治
し
て
留
守
の
内
た
り
。
古
揮
の
家
離
留
守
居
の
者
雨
入
明
け

退
く
事
を
口
惜
し
く
思
弘
、
跡
に
居
残
り
討
死
す
。
依
て
目
質
問
・
丹

初
商
人
は
御
逗
放
に
相
成
、
古
揮
は
後

h

で
ま
で
子
孫
連
綿
相
縦
し

τ

御
奉
公
仕
と
、
古
海
助
六
物
穏
也
と
。
按
宇
る
に
、
米
守
紀
等
に
は

古
樺
が
事
を
記
載
せ
・
?
。

。

九

人

橋

金
津
橋
梁
紀
に
、
九
人
橋
味
噌
磁
町
と
あ
り
、
昔
は
此
の
橋
の
上
下

共
に
味
噌
蹴
町
と
呼
べ
り
と
い
へ
り
。
此
の
橋
は
醤
務
中
は
惣
構
掘

の
江
川
に
架
け
た
る
橋
梁
也
。
故
に
橋
爪
に
橋
番
人
の
家
あ
り
て
、

惣
構
組
と
て
惣
梼
肝
煎
の
裁
許
地
友
り
。
然
る
に
明
治
陵
藩
の
際
惣

榔
掘
を
厳
し
、
橋
下
を
埋
め
土
橋
と
友
し
け
る
ゆ
ゑ
に
)
今
は
橋
梁

あ
り
し
地
悉
く
往
来
地
と
鑓
じ
、
従
前
の
景
況
と
甚
だ
逮
へ
り
。

。
九
人
橋
之
俗
談

北
園
巡
杖
記
に
云
ふ
。
城
下
味
噌
磁
町
と
い
へ
る
武
士
町
民
、
九
人

橋
と
て
小
橋
あ
り
け
る
が
・
笠
夜
を
い
は
守
、
此
の
橋
を
十
人
並
び

て
渡
る
に
-
人
の
影
見
b
占
1

・
曲
腐
り
九
人
の
影
の
み
う
つ
れ
り
。
い

か
に
も
あ
や
し
と
会
も
ふ
人
々
、
さ
ま
ん
¥
と
渡
り
芭
し
て
見
れ
ど

....t.. ，、




